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皆様、こんにちは。コロナ禍のもと、皆様もそれぞれ
の立場で、試行錯誤しながら犯罪被害者の支援に取り
組んでおられることと存じます。このご挨拶では私自
身について簡単にご紹介をした後、千葉県弁護士会の
犯罪被害に関する委員会（以下「被害者委員会」）の活動
をご紹介し、最後に弁護士の行う被害者支援をご説明
します。

私は2006年に弁護士登録をして、翌年から被害者
委員会に所属し、被害者支援活動に関わり始めました。
被害者委員会に所属後間もなく、被害者委員会の元委
員長でもある内海文志弁護士（現CVS監事）のお誘い
を受けて、澤田美代子さん（現CVS理事）ご家族の支援
に携わりました。この際、内海弁護士からのご指導を
受け、被害者支援に熱意を持って取り組むこと、被害
者の気持ちに寄り添って支援をすることの大切さを
学びました。また、支援の中で澤田さんご家族からも
様々な学びや気付きを得ました。この支援を通して感
じたこと、学んだことが現在の私の基盤となっています。
以後、被害者支援を弁護士人生のライフワークにしよ
うと心に決め、昨年８月からは被害者委員会の委員長
をつとめています。

次に、被害者委員会のご紹介をいたします。弁護士
会には、分野ごとに各種の委員会があり、興味がある弁
護士が所属をして、委員会ごとに様々な活動を行って
います。被害者委員会は比較的新しく、若手にも活躍
の場がある活気溢れる委員会で、その活動は多岐にわ
たります。CVS、千葉性暴力被害支援センターちさと、
千葉地方検察庁、千葉県警察等の機関と連携をして、個
別のケースでの支援を行うほか、弁護士向けの研修、他
の弁護士会への視察や勉強会、裁判所や保護観察所と
の協議会等を行っています。

また、今年の９月17日には日本弁護士連合会等が主
催する第23回犯罪被害者支援全国経験交流集会が千
葉にて開かれる予定で、現在はその準備に特に力を入
れて取り組んでいます。テーマは「犯罪被害者と刑事
裁判」として、講演やパネルディスカッション等を予定
しています。参加者は弁護士に限られません。皆様に
も是非ご参加いただけると幸いです。

ここ数年は、伊東秀彦前委員長の強い熱意のもと、千
葉県内の自治体に犯罪被害者支援条例の制定を働き掛
ける地道な取り組みを続けてきましたが、CVSのご協

力も得て今年度は県議への要
請を始め、本年３月の千葉県
議会での条例可決に結びつき
ました。せっかくできた条例
ですから、今後は、関係各機関
と連携をして、充実した被害
者支援施策の実施がなされる
ように働きかけていきたいと
考えています。

最後に、弁護士の行う被害者支援をご説明いたします。
一般的に、弁護士は被疑者・被告人を弁護する立場とし
て認識されています。しかし、実は、弁護士は、事件発
生直後から犯人の服役中まで、幅広い被害者支援活動
を行っています。

時系列に沿ってご紹介しますと、事件発生直後から
のマスコミ対応、捜査中の捜査機関との折衝、弁護人か
らの示談申入に対する対応、少年審判の傍聴・意見陳述、
被害者参加を始めとした起訴後の公判対応、損害賠償
命令の申立てや民事訴訟等の民事対応、服役後の被害
者等通知制度や仮釈放の意見聴取制度の対応などが挙
げられます。

その他にも、被害者に寄り添おうと努める中で、それ
ぞれのケースに特有の様々な支援を行うことがあります。
例えば、海外のご遺族が日本に来られた際に、事件現場
までご案内をして祈祷のお手伝いをしたり、被害者が
居住されていた家を探したりしたこともありました。

このように被害者のニーズに沿った支援に努めてい
るものの、被害者や遺族が受ける苦痛や損害は、経済的
損害を除いては法的手続によって回復できないのが
現実です。多くの場合は経済的損害も回復されません。
そのような中でも、被害者支援に携わる弁護士は、自身
の活動により、ほんの少しでも被害者が良い方向に向
かうことができればと願って、日々の支援にあたって
いることと思います。ですから、CVSを始めとした関
係機関の皆様と連携して助け合うことにより、被害者
にとってより良い支援を提供できることは、私たちに
とって大きな喜びです。

本年は条例が施行される節目の年であり、被害者委員
会としても、CVSを始めとした関係諸機関との連携を
図りながら、引き続き被害者に寄り添った支援を行って
いく所存です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

千葉県弁護士会
犯罪被害に関する委員会

東耕三委員長



アナ　まず、お話を伺ったのは、犯罪被害者の遺族、
澤田美代子さんです。

平成20年11月10日、香取市、澤田さんの
当時24歳の次男が、面識のない19歳の少年
が運転する軽トラックに故意に跳ねられ殺害さ
れてしまいました。「誰でもいいから人を殺し
て親に迷惑を掛けてやりたい」という、身勝手
な発想からの凶行でした。

事件後、ご家族は大変だったと思うのですが、
どういった点がお辛かったでしょうか。

澤田

プロローグ

もしも、自分自身や周りの人が犯罪被害に遭ってし
まったら。そんなことを考えたことがありますか？

千葉県の令和元年中における刑法犯の認知件数は４万
件を超えています。犯罪の被害に遭う人は特別な人では
なく、毎日普通に暮らしている人々なのです。犯罪被害
者やその家族となってしまうと、計り知れない苦しみや
悲しみが待ち受けており、平穏な生活を取り戻すには、
時間も労力もかかります。地域で社会全体で、犯罪被害者やその家族に理解を示し、支え助けていくこ
とが必要です。毎年11月25日から12月１日までの１週間は犯罪被害者週間です。この期間犯罪被害
者などが置かれている状況、また、平穏な暮らしへの配慮の重要性など、多くの方に理解を深めてもら
うため、様々な啓発活動が行われています。千葉県でも犯罪被害者週間に合わせて、「千葉県民のつど
い」が毎年行われてきました。今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレビでの放送と
して県民の皆様に広くお伝えすることとなりました。是非犯罪被害者やそのご家族のことについて考え
るきっかけにしていただけたらと思います。

この特別番組では犯罪の被害に遭ってしまった方の経験を基に、どのような支援が行われているのか
ご覧いただきたいと思います。

　その日の朝「行ってきます」と言って、私が
「行ってらっしゃい」と送り出して夜に帰って
くる、それが当たり前だと思っていたのに、夜
に事件の一報が入って、それからは本当に人生
が変わってしまいました。

救急救命室を見つけて入った瞬間、すぐに大
変なことになっているということが分かりまし
た。血の気が全くないほどの表情でストレッ
チャーで運ばれていくのを見たときに、辛いと
言うより信じられない中で何が起こっているの
だろうと…。あとは、処置が終わって病院の裏
から警察車両に乗せられて行く息子を見たとき、
本当に辛かったです。

アナ　澤田さんはそういった状況の中で、犯罪被害
者支援を受けられたということでしょうか。

澤田　家族として親として、通夜・告別式はしなけ
ればなりません。そういう中で息子が勤めてい
た銀行の方からに「何でも言ってください」と

令和２年度犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」について
令和2年度犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を防止す

るため、テレビ放映による県民のつどいとしました。
テレビ放映は初めての試みでしたが、出演者や番組スタッフの熱意により、多くの県民の皆様に犯罪被害

者支援の重要性を伝えることができました。
準備は放送日の約半年前から始まり、当初は、ご遺族の講話をメインとして企画しましたが、番組スタッ

フと協議を重ね、犯罪被害者遺族と被害者を支える当センターの犯罪被害相談員、被害者を支える弁護士が
インタビューに答える形の番組となりました。インタビューを振り返ってみたいと思います。
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言っていただき、とても心強く助かりました。
あと支援と言えば、県警被害者支援室の方々が
事情聴取の場に来てくださって、居てくださる
だけで心が落ち着いたということはとてもよく
覚えています。初期の段階で支援をいただいた
ということは、前に進めるということで大きな
ことでした。

アナ　事件を起こした少年は、家庭裁判所から検察
官送致を経て、殺人などの罪で起訴されました。
澤田さん家族は被害者参加制度を利用して裁判
に参加することにしました。

澤田　その時に被害者参加制度があるということを
初めて知って、それは弁護士さんが勧めてくだ
さったのですが、加害少年が拘留中にも傷害事
件を起こすなど、いつどこで暴れたり、暴力的
な行為に及ぶか分からないので心配もありまし
た。私はその時に息子の無念を晴らすと言う思
いで、どんなことがあってもその裁判に参加し
てその思いを言わなければ、という気持ちで臨
むことができました。

アナ　加害少年は法廷で暴れたり、暴言を吐いたと
言います。それでも裁判に参加して良かったで
すか。

澤田

　絶望的な気持ちとか、悲しみや苦しみで一杯
だったのですが、傍聴席で何も言わず見ている
だけでしたら、もっと悔しくて、もっと無念が
募ったと思いますし、主人と私が質問できたこ
とは奇跡だと思っています。また親の私たち、
他の兄弟がそれぞれ意見陳述をする場があった
ので、本当に参加できて良かったと思っていま
す。だからこそこうして今に繋がっているのだ
と思います。

アナ　澤田さんは今年の６月、千葉犯罪被害者支援
センターの理事に就任し、犯罪被害者という立
場から様々な活動に積極的に参加しています。

澤田　事件がなければごく普通の主婦で、孫とのん
びり遊んでいる人生だったかもしれません。違
う人生になってしまったけど、そこから前を向
いて進むことができて、その経験を少しずつ伝

えていけたら良いと思っています。できれば若
い世代に被害者にも加害者にもならないように
ということを伝えることが私には重要なことと
思っています。その中で支援ということに繋が
れば一番良いことだと思っています。

アナ　ここからは千葉犯罪被害者支援センターで、
平成16年の開設時から犯罪被害相談員として
犯罪被害者に寄り添った活動をしている藤田き
よ子さんにお話を伺っていきます。

犯罪被害者の方にはどのような支援が必要で
しょうか。

藤田　私たちは普段、明日もあさっても今日と同じ
ように平穏な日々が続くと信じています。しか
し突然被害に遭うことで、被害者はショックや
混乱の中 、今まで経験したことがないような
ことが次から次へと降りかかって不安でいっぱ
いになるのです。そんな時相談できる場所、相
談できる人がいればとても安心だと思います。

アナ

　藤田さんは被害者やご遺族の方と接するとき、
どういった点に心を配っているのですか。

藤田　検察庁や裁判所など不慣れなところへ安心し
ていけるように、そして自分の気持ちをきちん
と伝えられることができるよう、介添えするよ
うな形でお手伝いさせていただいています。

アナ　被害者の方が再び平穏な暮らしを取り戻すた
めにはどんなことが大切ですか。

藤田　ある被害者の方が外出がままならないときに
ご近所の方から、「今から買い物に行くので何
か必要なものがあったら遠慮なく仰ってくださ
い」と言われたそうです。そのさりげない心遣
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いに「本当にうれしかった」と仰っていました。
というように周りの人にとってはいつものよう
に挨拶して、今までどおり接することかもしれ
ませんし、今までどおり温かく見守り続けるこ
とかもしれません。私たちは被害者一人一人に
寄り添うような形で、一人一人に合った支援を
提供できれば良いと考えています。

アナ　藤田さんはNNVS認定コーディネーターと
して全国の被害者支援センターで後進の育成に
当たっています。

藤田

　被害者支援は、事件によっては全国の複数の
センターが協力して行う場合があります。その
時に各センターが提供する支援の内容がまちま
ちであったり、格差があったりすると被害者の
信頼を得ることは難しくなります。どこのセン
ターもある一定のレベルとノウハウを持ってい
る必要があります。そのために研修であったり、
センターを訪問した際に伝えたいと思うのは、
専門性を高める知識だけではなく、熱意と心構
えが伝われば良いと思っています。

アナ　最後に県民の皆様に伝えたいことはあります
か。

藤田　被害者支援はまだまだ知られていません。一
人でも多くの方に当センターの存在を知ってい
ただき、早期に私たちに繋がることが被害者に
とって大切なことだと考えています。

アナ　続いては、弁護士の立場からどのような支援
を行っているのか、伊東秀彦弁護士に伺います。
実は伊東弁護士、平成６年、アメリカで発生し
た強盗殺人によって当時19歳のお兄さんを亡
くした犯罪被害者遺族でもあります。

伊東弁護士が犯罪被害者支援に携わるように
なったのは、お兄さんの事件があったからで
しょうか。

伊東　はい。当時私たちも犯罪被害者遺族としてア
メリカに渡ったあと、捜査が進み裁判があった
わけです。法律のルールに基づいて進んでいく
のですが、我々はそれが分からなくて大変苦労

しました。それであれば、自分もバックアップ
できるような立場になりたいと思ったのが最初
のきっかけでした。

アナ　弁護士の立場からの被害者支援とはどういっ
たものなのでしょうか。

伊東

　弁護士は、犯罪被害者のためにも活動してい
ます。具体的には被害者の方は被害に遭うと、
捜査や裁判という法律の世界に放り込まれるこ
とになります。被害者がそういう法律のルール
を把握して、適切に権利行使できるように我々
弁護士が筋道を立てる、そんなイメージで活動
しています。

アナ　弁護士に支援をお願いするとなると気になる
のが費用でが、その点はいかがでしょうか。

伊東　弁護士というと費用を気にされる方がたくさ
んいるのは理解しています。ただ、たくさんの
費用を援助する制度があります。これらの援助
制度は使うためには一定の要件がありますが、
決してハードルが高いものではありません。制
度の細かいところはともかくとして、弁護士費
用の色々な援助制度があるということを知って
いただくと良いと思います。

アナ　そのほかの関係機関とはどのような連携を
とっているのでしょうか。

伊東　弁護士ができるのは主に法律的なことになる
ので、被害者の方の多岐にわたる不安や悩みに
対して適切に対応していくためには、様々な機
関が連携していくことが重要だと感じています。
例えば県警とは重大事件を中心に初期対応で主
に連携しています。千葉犯罪被害者支援セン
ターは、事件の種類を問わず最初の相談から裁
判が終わるまで様々な連携をしています。また、
性犯罪・性暴力被害に特化した千葉性暴力被害
センターちさとは、メンタル面や医療面のサ
ポートをしていただいています。全国でもこう
いう連携はあると思いますが、連携の量であっ
たり、質に関しては千葉県は全国でもトップレ
ベルだと思っています。
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「生
い の ち

命のメッセ－ジ展」を開催
犯罪被害者週間に合わせて、令和

２年 11 月 24 日から 11 月 28 日ま
での間、千葉県庁中庁舎において

「生
い の ち

命のメッセージ展」を開催しま
した。

新型コロナウイルス感染が拡大す
る中でしたので開催が危ぶまれまし
たが、多くの方が来場され、６命の
メッセンジャーと触れ合いました。

また、５日間にわたる開催でした
ので、多くの県庁職員の方にも来場
していただきました。

アナ　伊東弁護士は今後どのような被害者支援を
行っていきたいとお考えですか。

伊東

　まず、支援にたどり着く被害者の方を増やし
ていきたいと思います。色々な機会を通じて、
弁護士をはじめ他の機関が被害者のために力を
尽くせるんだということを皆さんに知っていた
だいて、被害者の方が適切な支援を受けられる
ようにしていきたいと強く思っています。被害

者の方が再び平穏な暮らしを営めるようになる
ためには、弁護士や、センターだけでは限界が
あります。平穏な生活を取り戻すためには行政
機関の力は不可欠ですので、今後は行政機関と
も連携を深めて、日常生活の平穏というところ
にも力を入れていきたいと思います。

エピローグ

毎日のように発信される事故や事件のニュースは、他人事ではありません。犯罪に巻き込まれる可能
性は誰にでもあるのです。

犯罪によって傷つけられた人、大切な人を奪われた人などは、心身に深い傷を負ったまま生きていく
こととなります。

そうした人たちが、再び平穏な暮らしを取り戻すには、周囲の理解が必要です。
犯罪被害者等基本法の第３条「基本理念」の第３項に、「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等

が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途
切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする」と記されています。

犯罪の被害に遭った人に出会った場合には、その人たちが置かれている状況をよく理解し、見守り、
寄り添う気持ちが大きな支えになるのです。
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令和３年２月の千葉県議会で「千葉県犯罪被害者等支援条例」が可決され、４月１日付けで施行されるこ
とになりました。

当センターでは、千葉県弁護士会犯罪被害に関する委員会と連携し、県警犯罪被害者支援室とともに議員
勉強会に参加して情報提供を行うなど、条例制定に向けて取り組んで来ました。

条例には、基本理念、県の責務、県民・事業者・民間支援団体の役割、総合的な支援体制の整備、安全の
確保、日常生活の支援、居住・雇用の安定などのほか、損害賠償請求に関する支援も規定されました。

今後は、支援推進計画が策定され、具体的に被害者支援を推進するために必要な事項が定められますが、
条例が実効性のあるものとなるよう働きかけを行っていきたいと考えています。

県条例が施行され、県民に対して犯罪被害者等に対する支援が明文化されることにより、被害者支援に関
係する機関が取り組む事業の位置付けが明確になり、その結果、被害者の視点に立った取り組みが促進され
るものと思っています。

犯罪被害は決して他人事ではありません。犯罪被害者等に寄り添った支援を促進するため、今後各自治体
でも条例制定の気運が高まることを期待しています。

「千葉県犯罪被害者等支援条例」の制定について

犯罪被害者支援功労者表彰栄誉章をＷ受賞
当センターの菅原和子カウンセラーと原島あゆみカウンセラーの両

名が、令和２年度犯罪被害者支援功労者表彰栄誉章を受賞しました。
両名ともセンター設立直後に採用され、以来多くの犯罪被害者の

カウンセリング活動に従事し、被害者の立ち直りに寄与してきました。
両名とも本当におめでとうございました。

令和２年度犯罪被害者支援員養成講座については、例年７～８月に開催して
いた入門編を12月に入ってから開催しました。県内３か所で実施し、48名の
方が熱心に受講されました。

その後、希望者を対象に１月から２月にかけて初級編を開催する予定でした
が、新型コロナウイルス感染拡大により、２度目の緊急事態宣言が発令された
ため、やむなく中止しました。

今後、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、改めて開催を検討します。

犯罪被害者支援員養成講座入門編を開催

県・市町村犯罪被害者等相談関係機関連絡会議の開催結果
令和２年10月22日、千葉県教育会館において、「市町村犯罪被害者等支援施策担当課長会議及び県犯罪

被害者等相談関係機関連絡会議」を開催しました。
県及び市町村の被害者支援に係る施策を推進する担当課長に、県担当者か

ら犯罪被害者支援の取り組み状況を説明するとともに、交通事故によりご子
息を亡くされたお母様から被害者の声を聴きま
した。

また、平成29年に犯罪被害者等支援条例が
制定された印西市の担当者から、市内居住の被
害者に関して、当センターと市が連携して支援に取り組んだ経過や、条例によ
り初めて見舞金が支給された経緯等について説明がなされました。
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コロナ禍でしたが、職員の支援技術の向上を目的に、関係機関の有識者を招聘して職員継続研修を行いました。

新型コロナウイルス感染防止対策 
当センターでは新型コロナウィルス感染防止の観点から、支援体制に支障のない範囲で、相談員の運用を

一部在宅勤務に切り替えるなどの対策をとりました。
また、面接による相談やカウンセリングには、飛沫防止用の遮蔽板を設置したうえで、十分な距離を保っ

た位置での対面を行うなどの措置をとっています。

イオンリテール（株）様では「お客さまを原点に平和を追求
し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という基本理念のも
と、かねてより“企業市民”として地域のお客さまとともに様々
な環境保全活動に取組んでいます。

毎月11日のイオンデーに、お買い物をされてレジ精算時に
受け取った黄色いレシートを、地域のボランティア団体名が
書かれた店内備え付けのBOXへ投函していただきますと、レ
シートのお買い上げ金額合計の１％を還元していただけます。

当センターも参加させていただき、再生紙や文房具等多大な
る物品を贈呈していただいています。

当センターの参加店舗「イオン稲毛店」「マックスバリュおゆみ野店」「グルメシティ
千葉中央店」でのお買い物の折には、何卒ご協力をお願いいたします。

コロナ禍で感染防止に配意しつつ、令和２年10月15日にイオ
ンタウン木更津請西店において行われた防犯キャンペーンに参加し
ました。

木更津警察署員をはじめ、千葉県、木更津市、少年警察ボラン
ティア、地域防犯ボランティアと、拓殖大学紅陵高等学校の生徒の
方も参加して、合同で啓発グッズを配布しました。

イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン
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千葉地方検察庁
吉武恵美子検事

◇ ◇ ◇  キャン ペ ー ン  ◇ ◇ ◇

職員継続研修

10.15木更津イオンキャンペーン

千葉県警察本部犯罪被害者支援室
安達忠祐調査官兼課長補佐

千葉県弁護士会犯罪被害に関する委員会
敏森　彩弁護士・長谷川真大弁護士
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《編集後記》
自宅が東京湾に近いので、休日には良く稲毛海浜公園
を散歩します。晴れて風がある日には、右手に東京スカイ
ツリー、中央には富士山、その少し左には東京湾アクアラ
インの風の塔、左手にはアクアラインの海ほたると橋脚が
見え、壮大なパノラマが一望できます。いつも気になるの
はやはり富士山。ダイヤモンド富士をカメラに収めようと
絶好日の夕方は大勢のマニアが集まり、夕日が沈む直前に
はシャッター音とため息が交錯します。 （植村）

1702100

公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターは、犯罪被害に対する専門的知識、技術を備えた
犯罪被害相談員等が相談や多様な支援活動を行っています。 相談電話番号043－225－5450

この自動販売機は交通事故や犯罪被害に
遭われた方々の支援活動に協力しております。

売り上げの一部が下記活動団体に寄附されます。

秘密
厳守 無料

カウンセリングの提供
カウンセリングを必要としている方には
専門家が相談に応じます。

電話相談
専門的な訓練を積んだ相談員が

電話相談を受けます。

面接相談
専門的な訓練を積んだ相談員が

面接相談をいたします。

自助グループへの支援
同じような被害にあわれた被害者や家
族・遺族の方に交流場所を提供したり、
運営の手伝いをしています。
気持ちを共有したり表現できる場が被害
者の回復の一助になります。

病院・警察・裁判所などでの付き添い
必要に応じて、病院、警察、検察庁、法廷に
付き添います。
これらの場所で必要な各種手続きのお手
伝いをします。

　広く県民の方々から募金し
ていただけるカウンターや窓
口等に「犯
罪 被 害 者
支 援 募 金
箱」の設置
をお願いし
ています。

　古本を活用した寄付の仕組みに取り組んでいる（株）バリューブックスが、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により現在電話での申し込みを停止していま
すが、ウェブから申し込みできる「チャリボン」で受付を行っておりま
す。ぜひ、ご利用ください。
■ウェブの場合　当センタートップページ（https://chibacvs.gr.jp/）
　　　　　　　　新着情報から
　 入力画面の「支援先名称」と「個別コード」は表示されているままで結構です。個別コー

ドの『N22』は公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターのコードとなっております。

　当センターでは、被害者支援活動の一層の充実を図るため、被害者支援寄付金型清涼
飲料水自動販売機を設置していただけるオーナーの皆様を募集しています。
　寄付のシステムは、清涼飲料水等１本の売り上げ毎に、一部（例えば２円から５円）を寄付
していただくものです。

　設置の方法は、賛同する旨の連絡を当セン
ターにいただければ、自動販売機のベンダーさん

（各メーカー）との相談を一緒にさせていただき
ます。手続は簡単です。
　いただいた寄付金は、犯罪被害者の支援のた
めに有効に活用させていただきます。

　当センターは平成23年4月1日に公益社団法人に認可されましたので、会費や寄付金等は所得税法上の特定公益
増進法人に対する寄付の優遇措置（所得税法第78条）及び地方税における寄附優遇措置の対象となります。

　公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターでは、犯罪被害者に対する支援の輪を広げ、被害者
支援活動を充実するために皆様にご協力をお願いしております。（メールマガジン会員募集中）

　賛助会員に加入して継続的なご協力をお願いしております。（加入口数は自由です。）
賛助会費 ■法　人（団体） １口 年２万円
 ■個　人 １口 年２千円
 ■ご寄付 時期・金額を問いません

　「入会申込書」「寄付申込書」を事務局にお送りください。「申込書」はホームページからダウンロード
できますし、事務局に連絡いただければお送りいたします。
　「申込書」が事務局に届きましたら、専用の払込用紙をお送りいたしますので必要事項をご記入
の上、ゆうちょ銀行・郵便局からお振り込みください。
　なお、当センターのホームページ上のWeb決済システムによるクレジットカードでの決済もご利用
いただけます。

「募金箱」の設置

賛助会費・寄付のご案内

ホンデリングの申し込み方法について

寄付型自動販売機にご協力いただけるオーナーの皆様を募集しています

被害者支援の自動販売機であることを表示
するステッカーを貼付していただきます。


